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地域医療構想について

廣澤友也

厚生労働省愛知県地域医療構想アドバイザー









福田・麻生政権時の社会保障国民会議（平成20年）、安心社会実現会議（平成
21年）において、新しい社会保障の在り 方をめぐる議論が開始された。 
さらに、民主党政権下においても、議論が引き継がれ、平成 22年 10 月には社

会保障改革に関する有識者検討会が設置されるとともに、社会保障の具体的
な制度改革と税制改正について一体的に検討が進められた。 
平成24年2 月には「社会保障・税一体改革大綱」が閣議決定され、関連法案が

国会に提出された。社会保障・税一体改革関連法案の国会審議が開始される
中で、平成24年年 6 月、自由民主党、公明党、民主党の三党（以下「三党」とい

う。）で確認書が合意され、それに基づき、三党の提案で社会保障制度改革推
進法案が国会に提出され、他の一体改革関連法案と同時に平成24年 8 月 に
成立した。 

社会保障制度改革推進法（以下「改革推進法」という。）においては、政府は、
改革推進法に規定された基本的な考え方や基本方針にのっとって、社会保障
制度改革を行うものとされ、このために必要な法制上の措置については、法律
施行後 1 年以内に、国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるものとさ

れた。また、国民会議の立ち上げに当たっては、三党の合意による国民会議に
おける検討項目が示されている。 
このように、平成 20年の社会保障国民会議以来の社会保障制度改革の議論
については、2 回の政権交代を超えて共有できる一連の流れがある。 

社会保障制度改革国民会議 報告書 （平成25年8月）  

（第2次安倍政権 平成24年12月から） 









第1回H24年11月～第12回H26年7月 

第1回H26年9月～第14回H28年3月 

医政局が実施する検討会等 

第1回H27年12月～第36回R2年11月 

3rd Season 第1回H28年5月～第25回R2年12月 

第30回H31年3月「第4次中間取りまとめ」 
→H31年3月地域医療計画課長通知 
「医師確保計画策定ガイドライン」 
「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」 

第8回H28年12月「意見のとりまとめ」 
→H29年3月31日医政局長通知 「医療計画について」 



官邸 

大きな方針 

厚生労働省 

具体化 
事業化 
予算化 



全世代型社会保障検討会議 

第1回2019年9月20日～第12回2020年12月14日  
首相官邸で開催 





第３章 医療 

少子高齢化が急速に進む中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代
の方々が安心できる社会保障制度を構築し、次の世代に引き継いでいくことは、
我々の世代の責任である。こうした観点から、以下の取組を進める。 
 
１．医療提供体制の改革 

第１次中間報告では医療提供体制の改革の方向性が示されたところであるが、
今般の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、有事に必要な対策が機動
的に講じられるよう、都道府県の医療計画に新興感染症等への対応を位置づけ
るとともに、地域医療構想については、中長期の医療需要の変化を見据え、各
医療機関の役割分担を継続的に協議する基本的枠組みは維持し、その財政支
援等を行う。 

外来医療においては、大病院における患者の待ち時間や勤務医の外来負担等
の問題に鑑み、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化・連携を図
る。このため、まずは、医療資源を多く活用する外来に着目して、医療機関が都
道府県に外来機能を報告する制度を創設し、地域の実情に応じて、紹介患者へ
の外来を基本とする医療機関を明確化する。 
あわせて、安全性・信頼性の担保を前提としたオンライン診療を推進するととも 

に、医師の健康を確保し医療の質・安全の向上を図るための医師の働き方改革、
医療関係職種の専門性を生かした医療提供体制の推進、医師偏在に関する実
効的な対策を進める。 



２．後期高齢者の自己負担割合の在り方  
第１次中間報告では、「医療においても、現役並み所得の方を除く75歳以上の後 

期高齢者医療の負担の仕組みについて、負担能力に応じたものへと改革してい
く必 要がある。これにより、2022年にかけて、団塊の世代が75歳以上の高齢者と
なり、 現役世代の負担が大きく上昇することが想定される中で、現役世代の負担
上昇を抑 えながら、全ての世代が安心できる社会保障制度を構築する。」とされ
た上で、 「後期高齢者（75歳以上。現役並み所得者は除く）であっても一定所得
以上の方に ついては、その医療費の窓口負担割合を２割とし、それ以外の方に
ついては１割と する。」としたところである。（中略） 
「１.」及び「２.」について、令和３年（2021年）の通常国会に必要な法案の提 
出を図る。 
 

３．大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担
の拡大 

（前略）大病院と中小病院・診療所の外来における機能分化、かかりつけ医の普
及を推進する観点から、まずは、選定療養である現行の他の医療機関からの文
書による紹介が ない患者の大病院外来初診・再診時の定額負担の仕組みを大
幅に拡充する」とする 方向性を示したところである。 現在、特定機能病院及び一
般病床200床以上の地域医療支援病院について、紹介 状なしで外来受診した場
合に定額負担（初診5,000円）を求めているが、医療提供体制の改革において、
地域の実情に応じて明確化される「紹介患者への外来を基本 とする医療機関」
のうち一般病床200床以上の病院にも対象範囲を拡大する。  



新型コロナウイルス感染症対策本部 

内閣官房新型インフルエンザ等対策室 
新型コロナウイルス感染症対策推進室 

新型コロナウイルス感染症対策 
専門家会議 

第1回2020年2月16日～第17回2020年6月19日 

第1回2020年1月30日～第52回2021年1月13日 



新型インフルエンザ等対策有識者会議 
新型コロナウイルス感染症対策分科会 

第1回2020年7月6日～第22回2021年1月15日 

H24年4月特措法成立  
H25年6月政府行動計画、ガイドライン発出 



厚生科学審議会 感染症部会  
第50回 2020年12月17日 
（１）新型コロナウイルス感染症対策における今後の検討の方向性について（案） 
（２）新型コロナウイルス感染症における情報の公表に係る基本方針について（案） 
（３）その他の感染症対策について（風疹・訪日観光客の入院医療費）（案） 
 
厚生科学審議会  予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 
第43回 2020年12月25日 
（１）新型コロナウイルスワクチンの接種順位等について 
（２）その他 



経済財政諮問会議 
全世代型社会保障検討会議 

新型コロナ対策本部 
有識者会議コロナ対策分科会 

社会保障審議会  
-医療部会 
-医療保険部会 
中央社会保険医療協議会 

医療計画の見直し等に関する検討会 
-地域医療構想に関するWG 
医療従事者の需給に関する検討会 
-医師需給分科会 

厚生科学審議会  
-感染症部会  
-予防接種・ワクチン分科会  
  -予防接種基本方針部会 

官
邸 

厚
生
労
働
省 

医療計画（5疾病6事業、地域医療構想、外来医療計画、医師確保計画） 

医政局 健康局 

感染症予防計画 
新型インフル等対策行動計画 







愛知県地域保健医療計画 



西三河南部西医療圏 保健医療計画 















医療計画 地域医療構想 

第８次医療計画 
(2024年度～2029年度) 

５疾病 
（がん、脳卒中、心血管疾患、 
糖尿病、精神疾患） 
+５事業 
（救急医療、災害医療、へき地医療、 
周産期医療、小児医療） 
+６事業目 
（新興感染症拡大時の医療） 

2025年の医療需要と必要病床数 

高度急性期 
急性期 
回復期 
慢性期 
+ 
在宅医療等 

新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた後の医療提供体制構築に向けた考え方 
                                                        （令和２年 12 月 医療計画の見直し等に関する検討会） 
・新型コロナウイルス感染症対応が続く中ではあるが、（中略）地域医療構想の背景と  
 なる中長期的な状況や見通しは変わっていない。 
・感染拡大時の短期的な医療需要には、各都道府県の「医療計画」に基づき機動的に 
  対応することを前提に、地域医療構想については、その基本的な枠組み（病床の必要  
  量の推計・考え方など）を維持しつつ、引き続き、着実に取組を進めていく必要がある。 


